
 都市計画変更案の概要について １ １ 

（１）名称、位置・区域、面積 （２）施設の位置及び規模 

①名   称：中野地区一団地の復興再生拠点市街地形成施設 

②位置・区域：双葉郡双葉町大字中野宇宮ノ脇、高田、谷地前 

及び江又の各一部の区域、字深町、竹ノ花、舘 

ノ内、塚ノ前、堂ノ前及び原田の全部の区域 

③面   積：約 49.6 ヘクタール 

※この計画は、現時点のものであり、今後変更する場合があります。 
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 現計画 
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道路廃止による変更 

アーカイブ拠点施設・産業交流センターと復興祈念公園の一体利用に伴う道路の廃止により、

道路ネットワークの見直し及び道路幅員等を変更します。 

アーカイブ拠点施設・産業交流センター街区

北側の歩道廃止に伴い道路センターを南側

に 4.0ｍ振替え 

道路幅員 8.0ｍ⇒12.0ｍに変更 
（歩道を設置） 

道路幅員 12.0ｍ⇒8.0ｍに変更 
（歩道を廃止） 
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その他の変更 

① 復興シンボルロードの警察協議による右折レーンの廃止に伴い、道路幅員を変更します。 

② 宅地の有効利用のために、道路線形を変更します。 

③ 道路位置を変更し、水路の規模を変更します。 
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